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○競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該入札

に参加する者に必要な資格等を定める件 

昭和四十一年一月二十五日 

福島県告示第五十九号 

（最終改正 令和５年２月２８日） 

福島県財務規則（昭和三十九年福島県規則第十七号。以下「規則」という。）第二百四十

五条及び第二百六十四条第一項の規定により、一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争

入札」という。）の方法により工事若しくは製造の請負契約又は測量、工事の設計若しくは

工事に関する調査（以下「測量等」という。）の委託契約（地方公共団体の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令（平成七年政令第三百七十二号）第四条に規定する特定

調達契約に該当するものを除く。）を締結しようとする場合における当該入札に参加する者

に必要な資格（以下「資格」という。）及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な

書類等を次のように定める。 

（平八告示二二六・平一九告示八七三・平二〇告示四八六・一部改正） 

（資格の審査を受けることができない者） 

第一 次の各号のいずれかに該当する者又はその構成員のいずれかが次の各号のいずれか

に該当する共同企業体は、特別の理由がある場合を除くほか、資格の審査を受けることが

できない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者 

二 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされてい

る場合において、これを受けていない者 

三 県税を滞納している者 

四 消費税又は地方消費税を滞納している者 

五 工事の請負契約又は測量等の委託契約にあつては、別表の工事等種別欄に掲げる区分

に応じ、審査基準日（資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。）の属する事業年

度の開始日（以下「当期事業年度開始日」という。）の直前一年（以下「審査対象年」

という。）の事業年度において完成工事高又は取扱高のない者 

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十

二条第一項各号のいずれかに該当する者 

七 工事に係る資格の審査を受けようとする者にあつては、雇用する労働者が雇用保険の
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被保険者となつたこと並びに健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となつたことに

ついて関係機関に届出を行つていない者 

（昭五五告示一九二九・昭六三告示一四八九・平七告示三九九・平一二告示二九八・

平一六告示六五六・平一八告示五六一・平一九告示八七三・平二〇告示四八六・平

二四告示五六六・平二六告示五〇二・平二六告示六九四・一部改正） 

（資格及びその有効期間） 

第二 資格は、申請書及びその添付書類（以下「申請書等」という。）により審査の上知事

が認定するものとし、当該資格の有効期間は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

一 西暦における偶数年（以下「偶数年」という。）の七月一日を審査基準日とする申請

書等を提出した者 当該審査基準日の属する年の翌年の四月一日から二年間 

二 西暦における奇数年（以下「奇数年」という。）の一月一日又は七月一日を審査基準

日とする申請書等を提出した者 当該申請に係る資格の認定を受けた日から当該審査

基準日の属する年の翌々年の三月三十一日まで 

三 偶数年の一月一日を審査基準日とする申請書等を提出した者 当該申請に係る資格

の認定を受けた日から当該審査基準日の属する年の翌年の三月三十一日まで 

（昭四七告示一一九六・全改、昭五五告示一九二九・昭五七告示三八二・昭六三告

示一四八九・平元告示一八五・平八告示二二六・平九告示四八七・平一一告示四九

二・平一二告示六六四・平一九告示八七三・一部改正） 

（資格の喪失） 

第三 資格の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該資格

を失うものとする。 

 一 第一の第一号又は第二号 

 二 工事の請負契約に係る資格の認定を受けた県内業者（福島県内に主たる営業所を有す

る者をいう。以下同じ。）が、県外へ主たる営業所を変更したとき。 

（平一九告示八七三・全改、平三〇告示五七六・一部改正） 

（工事の請負契約に係る資格の審査及び格付け） 

第四 工事の請負契約に係る資格は、毎年一月一日又は七月一日を審査基準日として次に掲

げる事項を別に定める方法により審査し、競争入札に付そうとする工事の金額に応じ定め

たA、B、C及びDの四区分（この区分により難い場合においては、必要に応じこの区分を

増減し、又はこの区分を設けないことができる。）に格付けるものとする。この場合にお
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いて、第二号に規定する主観的事項の審査を省略することがある。 

一 客観的事項 

（一） 経営規模 

ア 当期事業年度開始日の直前二年又は直前三年の各事業年度における完成工事高

について算定した許可を受けた別表の工事等種別欄に掲げる工事ごとの年間平均

完成工事高 

イ 審査対象年の終了の日（以下「直前事業年度終了日」という。）の決算（以下「基

準決算」という。）における自己資本の額又は基準決算及び基準決算の前期決算に

おける自己資本の額の平均の額 

ウ 審査対象年における利払前税引前償却前利益及び審査対象年の開始の日の直前

一年（以下「前審査対象年」という。）の利払前税引前償却前利益の平均の額 

（二） 経営状況 

ア 審査対象年における純支払利息比率 

イ 審査対象年における負債回転期間 

ウ 審査対象年における総資本売上総利益率 

エ 審査対象年における売上高経常利益率 

オ 基準決算における自己資本対固定資産比率 

カ 基準決算における自己資本比率 

キ 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額及び前審査対象年における営業

キャッシュ・フローの額の平均の額 

ク 基準決算における利益剰余金の額 

（三） 技術力 

ア 直前事業年度終了日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち別表の

工事等種別欄に掲げる工事ごとの次に掲げる者（以下「技術職員」という。）の数 

（ア） 建設業法（昭和二十四年法律第百号）第十五条第二号イに該当する者（同

法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者であつて、同法第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交

通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を

経過しないものに限る。） 

（イ） 建設業法第十五条第二号イに該当する者であつて、（ア）に掲げる者以外

の者 
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（ウ） 建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号）第二十八条第一号又

は第二号に掲げる者であって、（ア）及び（イ）に掲げる者以外の者 

（エ） 登録基幹技能者講習を修了した者及び建設技能者の能力評価制度に関する

告示（平成三十一年国土交通省告示第四百六十号）第三条第二項の規定により同

項の認定を受けた能力評価基準（以下単に「能力評価基準」という。）により評

価が最上位の区分に該当する者であつて（ア）から（ウ）までに掲げる者以外の

者 

（オ） 建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定によ

る試験で、当該試験に合格することによつて直ちに同法第七条第二号ハに該当す

ることとなるものに合格した者、他の法令の規定による免許若しくは免状の交付

（以下「免許等」という。）で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに

該当することとなるものを受けた者又は登録基礎ぐい工事試験若しくは登録解

体工事試験に合格した者及び能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該

当する者であつて（ア）から（エ）までに掲げる者以外の者 

（カ） 建設業法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で（ア）から（オ）まで

に掲げる者以外の者 

イ 当期事業年度開始日の直前二年又は直前三年の各事業年度における発注者から

直接請け負つた建設工事に係る完成工事高（以下「元請完成工事高」という。）に

ついて算定した許可を受けた別表の工事等種別欄に掲げる工事ごとの年間平均元

請完成工事高 

（四） その他の審査項目（社会性等） 

ア 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 

（ア） 直前事業年度終了日における雇用保険加入の有無 

（イ） 直前事業年度終了日における健康保険加入の有無 

（ウ） 直前事業年度終了日における厚生年金保険加入の有無 

（エ） 直前事業年度終了日における建設業退職金共済制度加入の有無 

（オ） 直前事業年度終了日における退職一時金制度導入の有無又は直前事業年度

終了日における企業年金制度導入の有無 

（カ） 直前事業年度終了日における法定外労働災害補償制度加入の有無 

（キ）  直前事業年度終了日又は審査対象年における若年の技術者及び技能労働者

の育成及び確保の状況 
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（ク） 審査対象年又は直前事業年度終了日以前三年間の知識及び技術又は技能の

向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況 

（ケ） 直前事業年度終了日におけるワーク・ライフ・バランスに関する取組の状

況 

（コ）  直前事業年度終了日における建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する

ために必要な措置の実施状況 

イ 次に掲げる建設業の営業継続の状況 

（ア） 直前事業年度終了日における営業年数 

（イ） 平成二十三年四月一日から直前事業年度終了日までの民事再生法又は会社

更生法の適用の有無 

ウ 直前事業年度終了日における防災協定締結の有無 

エ 審査対象年における法令遵守の状況 

オ 次に掲げる直前事業年度終了日における建設業の経理に関する状況 

（ア） 監査の受審状況 

（イ） 直前事業年度終了日における建設業に従事する職員のうち次に掲げるもの

の数 

a 建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号イに該当する者、登録経理試験

の一級試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の

日から起算して五年を経過しないもの、登録経理講習の一級講習を受講した者

であって、受講した日の属する年度の開始の日から起算して五年を経過しない

もの及び建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号ニの同号イからハまで

に掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると認める者を定

める告示（令和二年国土交通省告示第千六十号）第一号、第三号又は第五号に

掲げる者 

b 登録経理試験の二級試験に合格した者であつて、合格した日の属する年度の

翌年度の日から起算して五年を経過しないもの、登録経理講習の二級講習を受

講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して

五年を経過しないもの及び建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号ニの

同号イからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有す

ると認める者を定める告示（令和二年国土交通省告示第千六十号）第二号又は

第四号に掲げる者であって、aに掲げる者以外の者 
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カ 審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の平均の額 

キ 直前事業年度終了日における建設機械の保有状況 

ク 直前事業年度終了日における国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又

は登録の状況 

二 主観的事項 

（一） 工事成績 

（二） 工事施工の状況 

（三） 優良工事の有無 

（四） 技術職員の数 

（五） 建設業法に基づく処分の状況 

（六） 資格の認定の取消しの有無 

（七） 資格の制限の状況 

（八） 福島県が定める福島県次世代育成支援企業認証制度に基づく「働く女性応援」

中小企業認証の取得の有無 

（九） 福島県が定める福島県次世代育成支援企業認証制度に基づく「仕事と生活の調

和」推進企業認証の取得の有無 

（十） 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十

三条に規定する障害者の法定雇用義務の遵守の有無。ただし、同条の規定による法定

雇用障害者数が零人の場合は、障害者の雇用の事実の有無 

（十一） 福島県が定める福島県建設業新分野進出企業認定事業に基づく認定の有無 

（十二） 福島県が定める福島県建設業新分野進出優良企業表彰事業に基づく表彰の有

無 

（十三） 福島県内において、福島県が発注する除雪業務又は維持補修業務の実績の有

無 

（十四） 審査基準日の三年前の日が属する年度の四月一日以降に学校教育法（昭和二

十二年法律第二十六号）に定める高等学校、短期大学、大学、大学院、高等専門学校

及び専修学校又は職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設及び職業訓

練人が設置する認定高等職業訓練校の課程（在職者訓練を除く。）を卒業した者（短

時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七

十六号）第二条第三項に規定する短時間・有期雇用労働者及び労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第
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二条第二号に規定する派遣労働者を除く。）を雇用期間の定めがなく新たに常時雇用

した事実の有無 

（十五） 福島保護観察所の登録を受けた協力雇用主として保護観察対象者等（更生保

護法（平成十九年法律第八十八号）第四十八条に規定する保護観察対象者又は同法第

八十五条に規定する更生緊急保護の申出があった者をいう。）を雇用した事実の有無 

（十六） ふくしま健康経営優良事業所認定制度に基づく認定の有無 

（昭五五告示一九二九・全改、昭六三告示一四八九・平三告示四二四・平七告示三

九九・平七告示八四七・平九告示四八七・平一〇告示七七六・平一一告示一一一三・

平一三告示一六・平一六告示六五六・平一八告示五六一・平一九告示八七三・平二

〇告示二六一・平二〇告示四八六・平二二告示四五〇・平二四告示四〇一・平二六

告示五〇二・平二七告示一六一・平二八告示四八九・令二告示四四九・令四告示三

九八・令四告示五一九・令五告示一三二・一部改正） 

（測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査） 

第五 測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査は、毎年一月一日又は七月一

日を審査基準日として次に掲げる事項について行うものとする。 

一 当期事業年度開始日の直前二年の各事業年度における取扱高の年間平均取扱高 

二 直前事業年度終了日における測量等又は製造に従事する職員の数 

三 業務の経歴 

四 資本金額 

五 審査基準日の前日までの測量等又は製造の営業年数 

（昭六三告示一四八九・全改、平七告示三九九・平七告示八四七・平九告示四八七・

平一八告示五六一・平一九告示八七三・令四告示五一九・一部改正） 

（申請書等の提出） 

第六 資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところに従い、申請書等を知事に提出

しなければならない。 

一 工事の請負契約に係る申請書等及びその提出先 

（一） 建設工事入札参加資格審査申請書（第一号様式）正副二部（県外業者（福島県

内に主たる営業所を有しない者をいう。以下同じ。）及び共同企業体は、正本一部と

する。県外業者にあつては次号の（一）及び第三号の（一）において同じ。） 

（二） 社会保険加入状況申告書（第一号様式の二）（第一の七に該当しないことを申

告する必要がある場合に限る。） 
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（三） 建設工事入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

ア 共同企業体以外の場合 

（ア） 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し 

（イ） 審査対象年に係る経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書

の写し。ただし、審査対象年に係る総合評定値通知書を受けたときは、その写し

をもつて経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書に代えること

ができる。 

（ウ） 工事経歴書（第二号様式） 

（エ） 技術者経歴書（第三号様式） 

（オ） 営業所一覧表（第四号様式）及び営業所に権限を委任したことを証する書

面（以下「営業所一覧表等」という。）（営業所に見積り、入札、契約、代金の

請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。） 

（カ） 納税証明書又はその写し（審査基準日の直前一年において福島県に納付し、

又は納付すべき額が確定した県民税、事業税及び自動車税並びに審査基準日の直

前一年において納付し、又は納付すべき額が確定した消費税及び地方消費税に限

る。以下同じ。） 

（キ） 新卒者雇用申告書（第五号様式） 

（ク）保護観察対象者等の雇用に関する証明書 

イ 共同企業体の場合 

（ア） 建設共同企業体協定書の写し 

（イ） 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及びアに掲げる書類の

写し 

（四） 申請書等の提出先 

ア 県内業者にあつては、主たる営業所の所在地を所管する福島県建設事務所の長 

イ 県外業者及び共同企業体にあつては、福島県総務部財務総室入札監理課長 

二 測量等の委託契約に係る申請書等及びその提出先 

（一） 測量等入札参加資格審査申請書（第六号様式）正副二部 

（二） 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

ア 次に掲げる登録を受けている者にあつては、その登録の種類に応じて、それぞれ
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次に定める書類 

（ア） 測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第五十五条第一項又は第三項の

規定による測量業者の登録を受けている者 同法第五十五条の八第一項に規定

する営業経歴書及び第五十五条の三第三号の書類の写し 

（イ） 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第二十三条第一項又は第三項の

規定による建築士事務所の登録を受けている者 それらの登録を受けているこ

とを証する書面又はその写し 

（ウ） 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）第二十

二条第一項又は第三項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者 そ

れらの登録を受けていることを証する書面又はその写し 

（エ） 建設コンサルタント登録規程（昭和五十二年建設省告示第七百十七号）第

二条第一項の規定による建設コンサルタントの登録又は同条第三項の規定によ

る登録の更新を受けている者 同規程第七条第一項に規定する現況報告書の写

し 

（オ） 地質調査業者登録規程（昭和五十二年建設省告示第七百十八号）第二条第

一項の規定による地質調査業者の登録又は同条第三項の規定による登録の更新

を受けている者 同規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し 

（カ） 補償コンサルタント登録規程（昭和五十九年建設省告示第千三百四十一号）

第二条第一項の規定による補償コンサルタントの登録又は同条第三項の規定に

よる登録の更新を受けている者 同規程第七条第一項に規定する現況報告書の

写し 

イ 登記事項証明書（不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。）第五十三条第五項の規定に

よりなおその効力を有するとされている整備法第五十二条の規定による改正前の

商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十一条第一項の規定により交付さ

れた登記簿の謄本を含む。）若しくは身分証明書（以下「登記事項証明書等」とい

う。）又はその写し 

ウ 業務経歴書（第六号様式の二） 

エ 技術者経歴書 

オ 技術者集計一覧表（第六号様式の三） 

カ 審査基準日の直前二年の各事業年度の財務諸表 
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キ 営業所一覧表等 

ク 納税証明書又はその写し 

（三） 申請書等の提出先 

第一号の（四）に準ずる。 

三 製造の請負契約に係る申請書等及びその提出先 

（一） 製造入札参加資格審査申請書（第七号様式）正副二部 

（二） 製造入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

ア 登記事項証明書等又はその写し 

イ 審査基準日の直前二年の各事業年度の財務諸表 

ウ 営業所一覧表等 

エ 審査基準日の直前二年における実績高調書（第八号様式） 

オ 職員数及び営業年数調書（第九号様式） 

カ 納税証明書又はその写し 

（三） 申請書等の提出先 

第一号の（四）に準ずる。 

四 申請書等の提出期間 

（一） 偶数年の七月一日を審査基準日とするもの 

ア 県内業者 当該審査基準日の属する年の九月一日から十月三十一日まで 

イ 県外業者 当該審査基準日の属する年の十月一日から十一月三十日まで 

ウ 共同企業体 当該審査基準日の属する年の翌年の三月一日から同月十五日まで 

（二） 奇数年の一月一日を審査基準日とするもの 当該審査基準日の属する年の六月

一日から同月三十日まで 

（三） 奇数年の七月一日を審査基準日とするもの 当該審査基準日の属する年の翌年

の一月四日から同月三十一日まで 

（四） 偶数年の一月一日を審査基準日とするもの 当該審査基準日の属する年の六月

一日から同月三十日まで 

（昭六三告示一四八九・全改、平六告示三五九・平七告示三九九・平七告示八四七・

平八告示二二六・平九告示四八七・平一〇告示三三九・平一一告示四九二・平一二

告示六六四・平一三告示一六・平一五告示三四九・平一六告示六五六・平一七告示

一二九・平一八告示五六一・平一九告示三七七・一部改正、平一九告示八七三・旧

第七繰上・一部改正、平二〇告示二六一・平二二告示四五〇・平二四告示四〇一・
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平二六告示五〇二・平二六告示六九四・平三〇告示五七六・令四告示五一九・一部

改正） 

（資格の変更） 

第七 資格の審査又は認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事

実を証する書類を添えて、文書で、速やかに報告しなければならない。 

一 次に掲げる事項に変更が生じた場合 

（一） 商号又は名称 

（二） 代表者の氏名 

（三） 住所又は所在地 

（四） その他審査又は認定の内容に変更を生じさせる事項 

二 合併又は分割があつた場合 

三 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の申立てをし

た場合若しくは申立てがなされた場合又は民事再生法（平成十一年法律第二百二十五

号）の規定による民事再生手続開始の申立てをした場合若しくは申立てがなされた場合 

（平二〇告示四八六・追加、平二二告示四五〇・一部改正） 

別表（第一、第四関係） 

（昭五五告示一九二九・追加、昭六三告示一四八九・平一九告示八七三・平二〇告

示四八六・一部改正） 

工事等種別 

一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、鋼橋上部工

事、PC橋上部工事、しゆんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上・下水道工事、清掃施

設工事、消雪工事、機械設備工事、通信設備工事、造園工事、さく井工事、グラウト工事、

地上測量、航空測量、調査、土木設計、建築設計 
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改正文（昭和四六年告示第三三三号）抄 

昭和四十六年四月一日から施行する。 

改正文（昭和四七年告示第二四〇号） 

昭和四十七年四月一日から施行する。 

改正文（昭和四七年告示第一一九六号）抄 

１ 昭和四十八年一月一日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に物品の買入れ又は修繕の契約に係る指名競争入札に参加する

資格を有する者に係る当該資格の格付けの有効期限は、昭和四十八年六月三十日とする。 

改正文（昭和五五年告示第一九二九号）抄 

１ 昭和五十六年一月一日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負に係る指名競争入札に参加する資格を有

する者の当該資格については、その者の現に有する当該資格の有効期間中は、なお従前の

例による。この場合において、当該資格の有効期間は、昭和五十六年四月三十日までとす

る。 

３ この告示の施行の際現に工事の請負に係る指名競争入札に参加する資格を有する者が

共同企業体の構成員のすべてであるときは、その者の現に有する当該資格の有効期間中は、

当該共同企業体に対しては、改正後の第一の二の第二号の規定中完成工事高に関する部分

を適用しない。 

改正文（昭和五七年告示第三八二号）抄 

昭和五十七年四月一日から施行する。 

改正文（昭和六三年告示第一四八九号）抄 

１ 昭和六十三年九月三十日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事若しくは製造の請負、物品の買入れ若しくは修繕又は林産

物の売払いに係る指名競争入札に参加する資格を有する者の当該資格については、その者

の当該資格の有効期間中は、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効期

間は、工事又は製造の請負にあつては昭和六十四年六月三十日まで、物品の買入れ又は修

繕にあつては同年七月三十一日まで、林産物の売払いにあつては昭和六十六年八月三十一

日までとする。 

３ 昭和六十三年十月一日を審査基準日とする工事又は製造の請負に係る指名競争入札に

参加する者に必要な資格の有効期間は、改正後の第二の第一号の規定にかかわらず、昭和

六十四年七月一日から昭和六十六年四月三十日までとする。 
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４ 昭和六十三年十月一日を審査基準日とする工事又は製造の請負に係る県外業者及び共

同企業体の指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する申請書等の提出期限

は、改正後の第七の第六号の（一）の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日とす

る。 

改正文（平成元年告示第一八五号）抄 

１ 平成元年二月二十一日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事若しくは製造の請負又は物品の買入れ若しくは修繕に係

る指名競争入札に参加する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。 

３ 昭和六十三年十月一日を審査基準日とする工事又は製造の請負に係る県内業者の指名

競争入札に参加する者に必要な資格の有効期間は、改正後の第二の第一号の（一）の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

改正文（平成三年告示第二三九号）抄 

平成三年四月一日から施行する。 

改正文（平成三年告示第四二四号）抄 

平成三年五月一日から施行する。 

改正文（平成五年告示第二七四号）抄 

平成五年四月一日から施行する。 

附 則（平成六年告示第三五九号） 

この規程は、平成六年四月一日から施行する。 

改正文（平成一〇年告示第三三九号）抄 

平成十年四月一日から施行する。 

改正文（平成一〇年告示第七七六号）抄 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加

する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。 

改正文（平成一二年告示第六六四号）抄 

１ 平成十二年九月一日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加

する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。ただし、平成十三年四

月一日から同月三十日までの間は、改正前の第二の第一号の規定による資格と改正後の第

二の第一号の規定による資格とのいずれか上位の資格による。 

改正文（平成一三年告示第一六号）抄 
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１ 平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七の第二号の（二）の改正規定は、公布

の日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加

する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。 

３ この告示の施行の際現に改正前の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の相

当規定に基づいて提出された申請書とみなす。 

附 則（平成一五年告示第三四九号） 

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。 

改正文（平成一六年告示第六五六号）抄 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加

する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。 

改正文（平成一七年告示第一二九号）抄 

１ 平成十七年三月七日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加

する資格を有する者の当該資格については、なお従前の例による。 

改正文（平成一八年告示第五六一号）抄 

２ 平成十八年度までの工事又は製造の請負その他の契約に係る指名競争入札に参加する

資格については、なお従前の例による。 

３ 平成十八年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号の

（八）及び（九）の審査基準日を八月三十一日とする。 

改正文（平成一九年告示第三七七号）抄 

２ この告示の施行の際現に改正前の規定に基づき福島県土木部土木総務領域建設行政グ

ループ参事に提出されている申請書等は、改正後の規定に基づき福島県総務部財務領域入

札改革グループ参事に提出された申請書等とみなす。 

改正文（平成一九年告示第八七三号）抄 

２ この告示の施行の際現に改正前の五十九号告示の規定に基づく契約に係る指名競争入

札に参加する資格を有する者は、当該資格の有効期間内に限り、当該契約に係る地方自治

法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百六十七条の五第一項の規定による一般競争入

札に参加する者に必要な資格及び同令第百六十七条の十一第二項の規定による指名競争

入札に参加する者に必要な資格（次項において「資格」という。）を有するものとみなす。 

３ 工事に係る建設資材の販売契約に係る資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請
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に必要な書類等については、改正後の五十九号告示の規定の例による。この場合において、

当該認定された資格の有効期間は、平成二十一年三月三十一日までとする。 

改正文（平成二〇年告示第四八六号）抄 

２ 平成二十年度までの工事又は製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名競

争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成二十年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号

（十一）及び（十二）の審査基準日を七月三十一日とする。 

改正文（平成二二年告示第四五〇号）抄 

２ 平成二十二年度までの工事又は製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名

競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成二十二年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号

の（十二）及び（十三）の審査基準日を同年七月三十一日とする。 

改正文（平成二四年告示第四〇一号）抄 

２ 平成二十四年度までの工事又は製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名

競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成二十四年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号

の（三）及び（十一）の審査基準日を同年九月三十日と、（十二）の審査基準日を同年十

二月三十一日とする。 

改正文（平成二四年告示第五六六号）抄 

２ 改正後の競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該

入札に参加する者に必要な資格等を定める件第一の規定は、工事若しくは製造の請負契約

又は測量等の委託契約に係る平成二十五年度以後の一般競争入札又は指名競争入札に参

加する資格の審査について適用し、当該契約に係る平成二十四年度までの当該入札に参加

する資格の審査については、なお従前の例による。 

改正文（平成二六年告示第五〇二号）抄 

２ 平成二十六年度までの工事若しくは製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成二十六年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号

の（三）及び（十二）の審査基準日を同年九月三十日とする。 

４ 第六の第四号（一）によるものにあっては、同項の規定にかかわらず、第一の第七号の

審査基準日を同年九月一日とする。 
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５ 平成二十七年度からの製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る一般競争入札又は

指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

改正文（平成二六年告示第六九四号）抄 

平成二十六年十一月二十八日から施行する。 

改正文（平成二七年告示第一六一号）抄 

２ 平成二十七年度からの製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る一般競争入札又は

指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

改正文（平成二八年告示第四八九号）抄 

１ 平成二十八年八月五日から施行する。 

２ 平成二十八年度までの工事若しくは製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成二十八年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号

の（三）、（八）及び（十二）の審査基準日を同日とする。 

改正文（平成三十年告示第五七六号）抄   

１ 平成三十年七月十日から施行する。 

２ 平成三十年度までの工事若しくは製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る一般競

争入札又は氏名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 平成三十年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号の

（三）及び（十二）の審査基準日を同年九月三十日とする。 

改正文（令和二年告示第四四九号）抄   

１ 令和二年七月一四日から施行する。 

２ 令和二年度までに開札する工事若しくは製造の請負契約又は測量等の委託契約に係る

一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例による。 

３ 令和二年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号の

（三）及び（十二）の審査基準日を同年九月三十日とする。 

改正文（令和三年告示第三八四号）抄   

１ 令和三年四月二十七日から施行する。 

改正文（令和四年告示第三九八号）抄   

１ 令和四年五月三十一日から施行する。 

改正文（令和四年告示第五一九号）抄 

１ 令和四年七月一九日から施行する。 
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２ 令和五年三月三十一日までに開札する工事若しくは製造の請負契約又は測量等の委託

契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格については、なお従前の例によ

る。 

３ 令和四年十月三十一日を申請書等の提出期限とするものにあっては、第四の第二号（三）

及び（十二）の審査基準日を同年九月三十日とする。 

改正文（令和五年告示第一三二号）抄 

１ 令和五年二月二十八日から施行する。 
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第１号様式（第６関係） 

（昭63告示1489・全改、平３告示329・平13告示16・平19告示873・令3告示483・

一部改正） 

第１号様式の２（第６関係） 

（平26告示502・追加、令3告示483・一部改正） 

第２号様式（第６関係） 

（昭63告示1489・全改、平７告示399・平10告示776・平18告示561・平19告示873・

一部改正） 

第３号様式（第６関係） 

（平７告示399・全改、平18告示561・平19告示873・平20告示486・令4告示519・

一部改正） 

第４号様式（第６関係） 

（昭55告示1929・全改、昭57告示382・昭63告示1489・平８告示226・平19告示

873・令4告示519一部改正） 

第５号様式（第６関係） 

（平26告示502・全改、令3告示483・一部改正） 

第６号様式（第６関係） 

（昭63告示1489・全改、平３告示329・平７告示399・平10告示776・平16告示656・

平19告示873・令3告示483・一部改正） 

第６号様式の２（第６関係） 

（昭63告示1489・追加、平10告示776・平18告示561・平19告示873・一部改正） 

第６号様式の３（第６関係） 

（平12告示664・追加、平16告示656・平19告示873・平22告示450・一部改正） 

第７号様式（第６関係） 

（昭63告示1489・全改、平３告示239・平19告示873・令3告示483・一部改正） 

第８号様式（第６関係） 

（昭55告示1929・全改、昭57告示382・平７告示399・平19告示873・一部改正） 

第９号様式（第６関係） 

（昭55告示1929・全改、平19告示873・一部改正） 

 


